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個人所得税の最新情報 

 
 

  2010年 9月 8日付で税務総局は個人所得税（PIT）の注意事項に関する

Official Letter 3473/TCT-TNCN (“OL3473”) を公布した。 

その概要は以下の通りである。 

 

ベトナムでの居住者判定基準に関する新しいガイダンス 
 

ベトナムに滞在する駐在員・外国人従業員が、暦年ベースで又はベトナムに最初に

来た日から連続する 12ヶ月間で、ベトナムに 183日超えずに滞在をしている場合

で、かつ、90日以上のアパート等の賃貸契約を持つ場合、個人所得税法上の居住

者ステイタスは以下の通りとなる。 

 

 同滞在期間に他国において居住者であることを証明できれば、非居住者と

みなされる。 

 

 同滞在期間に他国において居住者であることを証明できなければ、居住者

とみなされる。 

 

OL3473には、他国で居住者であることを証明するためにどんな書類が必要である

かは記載されていない。 

また、OL3473による非居住者は、租税条約の有無とは関係がいない。つまり、ベト

ナムとの間に租税条約がない国の居住者がベトナムに来る場合においても OL3473

は適用される。 

 

海外にある家の賃貸から収入に対する個人所得税確定申告と納税 
 

ベトナム居住者である外国人はベトナム国内外で発生した所得に対する個人所得税

をベトナムで申告・納税する義務がある。従って、外国人納税者は、海外での賃貸取

引から生じる所得に対する個人所得税をベトナムで申告・納税する必要がある。当該

所得は事業所得とみなされる。 

 

財務省が 2008年 12月 26日付で公布した 15908/BTC-TCTによると、個人所得税

の計算上、賃貸取引から生じる課税所得は、賃貸収入額の 25％とみなして計算され

ることとなる。 

 

海外で納税した税額の控除 
 

納税者は以下の条件を満たす場合、海外で納税した税額をベトナムで支払う個人所

得税額から控除できる。 

 

 納税者はベトナムの居住者である。 

 海外で納税した税金は、海外源泉所得に対して計算されている。 

 海外で納税したこと証明する資料が入手できる。 

 

OL3473によると、海外の税務当局によって発行された証明資料はベトナム語に翻

訳しなければならないが、認証手続きを実施する必要がない。 
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税務に対するアドバイス及びアシストサービスに関する費用 
 

税務総局のガイドラインによると、税務コンサルティングサービスに対する報酬は以

下の通りに取り使われる。 

 

 コンサルティングサービスが雇用主に提供される場合、雇用主が支払う当該

サービスに対する報酬は個人の利益とはみなされない。従って、当該サービ

スに対する報酬は、個人所得税計算上、従業員の課税所得に含まれない。 

 

 コンサルティングサービスが、特定の従業員又は特定の従業員グループの

ために、雇用主によってアレンジされている場合、雇用主が支払う当該サー

ビスに対する報酬は個人の利益とはみなされる。従って、当該サービスに対

する報酬は、個人所得税計算上、従業員の課税所得となる。 

 
 

上記に関してお問い合わせ等がございましたら、いつでも弊社までご相談ください。 
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